
講師の津守さん

医療費通知を医療費控除に活用する予定の人へ
（国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人）

　発達障害児への基本的な配慮
　を学ぶ
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子
育
て
支
援
講
演
会

　

市
は
、
育
児
の
不
安
軽
減
を
図

り
、
子
育
て
に
対
し
て
自
信
と
楽

し
さ
を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を

目
的
に
、
毎
年
講
演
会
を
開
催
し

て
い
ま
す
。

　

本
年
度
は
「
事
例
か
ら
学
ぶ
～

発
達
障
害
児
へ
の
基
本
的
な
配
慮

～
」
と
題
し
て
、
発
達
障
害
支
援

レ
イ
ン
ボ
ー
教
室
で
年
間
２
５
０

人
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
、
津
守

慎
二
さ
ん
に
講
演
を
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

子
育
て
を
し
て
い
る
人
、
子
育

て
支
援
に
従
事
し
て
い
る
人
、
子

ど
も
を
見
守
る
地
域
の
人
な
ど
、

誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

　

子
ど
も
の
発
達
が
気
に
な
る
・

子
ど
も
の
行
動
特
性
の
た
め
に
育

て
に
く
さ
を
感
じ
る
こ
と
な
ど
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

今
回
は
発
達
障
害
の
知
識
と
具

体
的
支
援
に
つ
い
て
、
事
例
を
基

に
お
話
し
い
た
だ
き
ま
す
。ぜ
ひ
、

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

市
・
県
民
税
（
住
民
税
）の
申

告
や
確
定
申
告
で
医
療
費
控
除
を

受
け
る
人
は
「
医
療
費
控
除
の
明

細
書
」を
添
付
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
が
、「
医
療
費
通
知
（
医
療
費

の
お
知
ら
せ
）」を
添
付
す
る
こ
と

で
、「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」の

記
入
を
一
部
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

医
療
費
通
知
の
送
付
時
期

　
「
医
療
費
通
知
（
医
療
費
の
お

知
ら
せ
）」は
、「
国
民
健
康
保
険
」

お
よ
び「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」

に
加
入
し
て
い
る
人
へ
、次
の
時

期
に
届
き
ま
す
。

▼
国
民
健
康
保
険

　

１
～
10
月
診
療
分　

２
月
上
旬

　

11
・
12
月
診
療
分　

３
月
上
旬

▼
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　

１
～
10
月
診
療
分　

１
月
末
頃

　

11
・
12
月
診
療
分　

３
月
中
旬

11
・
12
月
診
療
分
の
控
除
を

受
け
る
に
は

　
「
11
月
・
12
月
診
療
分
」
の
通

知
は
、
申
告
の
時
期
に
間
に
合
わ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
医
療
機
関
か
ら
の
請
求

が
遅
れ
て
い
る
場
合
や
、
再
審
査

と
な
っ
て
い
る
場
合
な
ど
は
、
診

療
情
報
が
通
知
に
記
載
さ
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
場
合
、
該
当
の
医
療
費
控

除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
医
療
機

関
の
領
収
書
な
ど
に
基
づ
き
作
成

し
た
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」

を
添
付
し
て
申
告
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

※
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
の

様
式
は
、
税
務
課
市
民
税
係
・
各

支
所
地
域
振
興
室
に
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
医
療
費
の
領
収
書
は
、
確
定
申

告
な
ど
の
期
限
か
ら
５
年
間
保
存

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

▼
国
民
健
康
保
険
加
入
者

保
健
医
療
課
国
保
年
金
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
１
５
８

▼
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

《
１
月
ま
で
》

保
健
医
療
課
医
療
予
防
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
１
５
５

《
２
月
か
ら
》

広
島
県
後
期
高
齢
者
医
療
費
の
お

知
ら
せ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
０
‐
３
３
８
５
‐
１
０
０
９

講
演
会
の
内
容

　

次
の
日
程
で
、
子
育
て
支
援
講

演
会
を
開
催
し
ま
す
。

と
き

１
月
25
日
㈯　

14
時
～
15
時
30
分

と
こ
ろ

▪
庄
原
自
治
振
興
セ
ン
タ
ー

▪
東
城
支
所
３
階
大
会
議
室
（
オ

　

ン
ラ
イ
ン
配
信
）

申
し
込
み
方
法

▪
電
話
予
約

児
童
福
祉
課
あ
ん
し
ん
支
援
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
０
０
５
１

▪
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
予
約

電
子
母
子
手
帳
ア

プ
リ
「
庄
原
市
ほ
の

ぼ
の
ネ
ッ
ト
ア
プ

リ
」

申
し
込
み
締
め
切
り

1
月
23
日
㈭　

17
時
ま
で

託
児

０
歳
児
～
小
学
３
年
生

※
４
年
生
以
上
の
子
ど
も
の
託
児

は
、
別
途
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

児
童
福
祉
課
あ
ん
し
ん
支
援
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
０
０
５
１

社
会
福
祉
課
障
害
者
福
祉
係

☎
０
８
２
４
‐
73
‐
１
２
１
０
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